
避雷設備の位置及び構造の指定 

平成１５年４月１日 

消防局告示第４号 

改正 平成１５年８月１日消防局告示第６号 

改正 平成１７年４月１日消防局告示第１号 

改正 令和元年７月１日消防局告示第１号 

改正 令和７年４月１日消防局告示第３号 

 

衣浦東部広域連合火災予防条例（平成１５年条例第２５号）第２２条第１項に規定する

消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年

法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）のＺ９２９０－３「雷保護－

第３部：建築物等への物的損傷及び人命の危険」とする。 


